
(その 1)

(ふ

1 政治

から

まで

2 主たる事務所の所在地

がな)

体の名称

3代表者

4 会計責任者の氏名

ふなやまやすえをしえんするかい

舟山やすえを支援する会

事務担当者の氏名

(姓)

阿部

オ'、

の

山形県山形市香澄町3-2-1

山交ビル部皆

氏名

(電話)

(姓)

舟山

収支報告書

(電話)

(姓)

舟山

(電話)

023-627-2780

(名)

康江

(名)

泉

(名)

泰則

戸＼

党

治

口

'やC■

2以上の都道府県の区域等

資

の

図有
鉦口 J、、、

公職の種類

(現職・候補者の別)

資金管理団体の届
出をした者の氏名

政治団体の区分

金

資金管理団体の指定の有無

支

団

(名)

図政治資金規正法第18条の 2第 1項

の規定による政治団体

回その他の政治団体

口その他の政治団体の支部

活動区域の区分

参議院議員山形県選挙区

(現職)

令和5年分
開催分)

(姓)

舟山

図同一の都道府県の区域内

(名)

康江

政治資金規正法第19条の7第1項

第1号に係る国会議員関係政治団体

政治資金規正法第19条の7第1項

第2号に係る国会議員関係政治団体
(名)(姓)職の候補者

氏名舟山 康江

国会議員関係政治団体の区分

資金管理団体の指定の期間

公職の種類参議院議員
(現職・候補者の別)(現職)

(※複数の期問がある場合2つめ以降の期間)

公職の候補者(燭
の氏名(2人目)

公職の種類
(現職・候補者の別)

公職の候補者(姻
の氏名(3 人目)

公職の種類
(現職・候補者の別)

から

まで

(名)

国会議員関係政治団体に関する
特例の適用期間

(※複数の期間がある場合2つめ以降の期間)

党
部
体

図
図

公
の

政
政
政

ロ
ロ
ロ

り



(その 2)

1 収支の総括表

収 入

(前年からの繰越額)

(本年

支

総

翌年への繰越額

出

額

の

2

総

収入項目別金額の内訳

収入額)

収支の状況(

ω個人の負担する党費又は会費

額

金

員

額

数(党費又は会費を納入した人の数)

②寄附

ア寄附(イを除く。)の区分

例個人か

(イ)法人その他の団体からの寄附

付)政治団体からの寄附

ち特定寄附)

らの寄附

小計

イ

(寄附のうち寄附のあっせんによるもの)

政党匿名寄附

(ア) 十 (イ)

(ア

十 (ウ)

金

十 イ)

3,178,641
1,898,627

額

1 280 014

210,000

1 917 493

1 261 148

1,070,000
1,280,000

備

1,280,000

吉

合計

一
つ



(その 6)

1テ番号

(6)その他の収入

摘

4

要

f'、

10

金

Ⅱ

n

13

14

額

ノ入

の頁 の

備 考

三
口小こ



(その田

1テ番号

(6)その他の収入

15

摘

1 件 10 万円未満のもの

の

要

頁

/ー、

の

金 額

ノ"＼

N

14

備 考

計＼d

計

こ

合



(その 7)

〒テ番号

⑦寄附の内訳

寄附者の氏名
(団体にあっては、その名称)

佐藤淳司

小玉堅太郎

4

岡部哲朗

二馬通朗

/'、

7

金

10

Ⅱ

12

額

50,000

13

50,000

14

年月日

100,000

R5/2/14

10,000

住所個体にあっては、主たる事務所の所在
地)

ノ"＼

R5/5/1

R5/5/Ⅱ

山形県酒田市麓字横道噐

の

寄附者の区分

R5/12/14

埼玉県川口市本町3-10-6

頁

山形県山形市桧町3-2-40

の

山形県西置賜郡小国町大字岩井沢
835

小計

職業個体にあっては、代
表者の氏名)

会社役員

会社員

210,000

1.個人

無職

無職

備 考

こ



(その 7)

1テ番号

⑦寄附の内訳

15

寄附者の氏名
(団体にあっては、その名称)

そ

の 頁

の

/＼

他の寄附

の 小計

金 額 年月日

210,000

ノ＼

住所(団体にあっては、主たる事務所の所在
地)

寄附者の区分

職業佃体にあっては、代
表者の氏名)

1.個人

備 考

十

こ

合



(その 7)

1テ番号

⑦寄附の内訳

国民民王山形県多.1玩途'区
第蜂怠支部

寄附者の氏名
(団体にあっては、その名称)

国民民主党山形県総支部連合会

4

/'、

金

10

Ⅱ

12

300,000

額

13

720,000

N

年月日

R5/8/15

R5/10/31

ノ'＼

住所(団体にあっては、主たる事務所の所在
地)

山形県山形
ド皆

の頁

寄附者の区分

山形県山形市十日町2-2-51

の

澄町3-2-1山父ピル8

小計

職業(団体にあっては、代
表者の氏名)

舟山康江

1,020,000

3.政治団体

舟山康江

備 老

こ



(その 7)

1テ番号

⑦寄附の内訳

15

寄附者の氏名
(団体にあっては、その名称)

そ

の 頁

の

/"、

他

の

の 寄附

金 額 年月日

1,070,000

50,000

オ典＼

住所(団体にあっては、主たる事務所の所在
地)

寄附者の区分

職業個体にあっては、代
表者の氏名)

3.政治団体

備 考

一
言
口

＼d

三
口

こ

合



{そのW

3 支出項目別金額の内訳

a)支出の総括表

1経

ω人

項

②光

(3)備

常

オ'＼

④事

目

口
ロロ

熱

2政

(1)組

件

経

ノ」＼

務

消

水

②

治

織

金

耗

(3)機関紙誌の発行その他の事業費

所

口
ロロ

費

ア機関紙誌の発行事業費

活

活

挙

費

イ

費

ウ政治資金パーティー開催事業費

関

そ工

額

伝

④調

係

ノ＼

1,021

⑤寄

の

事

費

(6)そ

本部又は支部に対して
供与した交付金に係る支出

他

」1

8,851
700,7器

業

附

/1＼

の

710,605

の

研

事業費

1,206,888

備

費

他

究

の

付

費

経

金

費

考

1,206,888
1 917 493

費
費

費
費

計

選

交

宣

計

十合

動
動



(その14)

1テ番号

②経常経費(人件費を除く。)の内訳

支出の目的

4

/師、

金

10

額

Ⅱ

12

年月日

項

13

目

14

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

別

ノー＼

区

の

ノ＼

頁 の 小計

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た
る事務所の所在地)

3 備品・消耗品費

備吉

こ



(その14)

〒テ番号

②経常経費(人件費を除く。)の内訳

15

支出の目的

の

その他の支出

頁 の

/ー、

金 額 年月日

項

8,851

8,8肌

目

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

別

戸＼

区 分

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た
る事務所の所在地)

3 備品・消耗品費

備考

計＼d

十

こ

合



(その14)

1テ番号

②経常経費(人件費を除く。)の内訳

山形事務所家賃2月分

支出の目的

山形事務所家賃3月分

4

山形事務所家賃4月分

山形事務所家賃5月分

山形事務所家賃6月分

山形事務所家賃7月分

金

山形事務所家賃8月分

山形事務所家賃9月分

10

山形事務所家賃10月分

額

四,615

Ⅱ

山形事務所家賃Ⅱ月分

49,615

松

山形事務所家賃12月分

年月日

項

49,615

13

山形事務所家賃1月分

R5/1/部

四,615

目

14

監査報酬

R5/2/24

49,615

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

更新手続報酬

別

()ヤマコーコミュニティ
業部

R5/3/24

49,615

(株)ヤマコーコミュニティ事
業部

R5/4/26

49,615

区

(株)ヤマコーコミュニティ事
業部

R5/5/26

の

49,615

ノ＼

(株)ヤマコーコミュニティ事
業部

頁

R5/6/26

49,615

(株)ヤマコーコミュニティ事
業部

の

R5/フ/26

49,615

小計

(株)ヤマコーコミュニティ事
業部

R5/8/25

49,615

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た
る事務所の所在地)

(株)ヤマコーコミュニティ事
業部

R5/9/26

四,615

山形県山形市香澄町3-2-1

R5/10/24

(株)ヤマコーコミュニティ事
業部

88,000

山形県山形市香澄町3-2-1

R5/1V24

(株)ヤマコーコミュニティ事
業部

14,969

山形県山形市香澄町3-2-1

4

R5/12/25

(株)ヤマコーコミュニティ事
業部

698,349

山形県山形市香澄町3-2-1

事務所費

(株)ヤマコーコミュニティ事
業部

R5/5/25

山形県山形市香澄町3-2-1

(株)ヤマコーコミュニティ事
業部

R5/8/28

山形県山形市香澄町3-2-1

大竹一晴

山形県山形市香澄町3-2-1

浦山社会保険労務士事務所

山形県山形市香澄町3-2-1

備考

山形県山形市香澄町3-2-1

山形県山形市香澄町3-2-1

山形県山形市香澄町3-2-1

山形県山形市香澄町3-2-1

山形県南陽市若狭郷屋430-3

山形県山形市緑町4-26-27

こ



(その14)

1テ番号

②経常経費(人件費を除く。)の内訳

巧

支出の目的

の

その他の支出

頁 の

オ'、

金 額 年月日

項

2,384

700,733

目

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

別

ノ、、

区 ノ＼

支出を受けた者の住所個体にあっては、主た
る事務所の所在地)

4.事務所費

備考

十＼d

十

こ

合



(その 15)

〒子番号

(3)政治活動費の内訳

打合せ食事代

支出の目的

4

ノー、

金

10

額

Ⅱ

13,200

12

年月日

項

13

R5/2/13

14

目 別

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

とくら

ノ'＼

区

の 頁

ノ＼

の 小計

行事・会議費

支出を受けた者の住所個体にあっては、主
たる事務所の所在地)

山形県尾花沢市新町1-4-1

1

13,200

組織活動費

備考

こ



(その15)

1テ番号

促)政治活動費の内訳

15

支出の目的

の

その他の支出

頁

/ー、

の

金 額 年月日

項

56,788

69,988

目 別

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

ノ"＼

区 分
行事・会議費

支出を受けた者の住所個体にあっては、主
たる事務所の所在地)

1.組織活動費

備考

計＼門

計

こ

合



(その 15)

1テ番号

矧政治活動費の内訳

支出の目的

4

ノー、

金

10

額

Ⅱ

蛯

年月日

項

お

14

目 別

支出を受けた者の氏名
個体にあっては、その名称)

ノ＼

区

の

分

頁 の 小計

会合費

支出を受けた者の住所個体にあっては、主
たる事務所の所在地)

1 組織活動費

備考

こ



(その15)

1テ番号

得)政治活動費の内訳

15

支出の目的

の

その他の支出

頁

オー、

の

金 額 年月日

項

10,060

10,060

目 別

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

ノ"＼

区 分
会合費

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)

1.組織活動費

備考

雪
口

＼」

計

こ

合



(その15)

〒子番号

得)政治活動費の内訳

支出の目的

4

ノー、

金

10

額

Ⅱ

12

年月日

項

13

N

目 別

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

オ入

区

の頁

分

の 小計

旅費交通費

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)

1 組織活動費

備考

こ



(その 15)

1テ番号

矧政治活動費の内訳

15

支出の目的

の

その他の支出

頁

ノー＼

の

金 額 年月日

項

13,940

13,940

目 別

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

ノー＼

区 分
旅費交通費

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)

1.組織活動費

備考

計＼d

計

こ

合



(その15)

1テ番号

③政治活動費の内訳

年会費

支出の目的

ノ弌ーティ券

4

懇親会会費

祝賀会会費

年会費

ノ弌ーティ券

金

チケット代

パーティ券

10

情報交換会会費

額

Ⅱ

12,000

情報交換会会費

100,000

12

式典会費

年月日

項

20,000

13

祝賀会会費

R5/V29

14

15,000

懇親会会費

目

R5/V31

36,000

別

HO,000

R5/5/Ⅱ

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

豊葦原匠の会

R5/6/25

芳賀みちや道優会

区

18,000

の

100,000

R5/6/29

山東昭子の会

ノ＼

頁

R5/8/9

鶴岡市加茂水族館

15,000

の

R5/9/18

山形駅前大通り商店街振興組合

15,000

小計

R5/1V13

国民民主党山形県連総支部連合会

12,000

渉外費

酒田のラーメンエキスホ実行委員

R5/1V15

20,000

Z、、

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)

R5/1V15

あったかい県政を支援する会

13,500

山形県東根市宮崎トト5

R5/1V18

山形県山形市城北町1-24-15
66城ロト A

山形県町村会

486,500

1

R5/1V26

山形県町村会

東京都千代田区永田町2・トト310

組織活動費

R5/12/10

東根さくらんぼライオンズクラブ

山形県鶴岡市今泉字大久保657-1

全国農業協同組合連合会山形県

山形県山形市香澄町卜5-17

」ι

茜家

山形県山形市十日町2-2-51

山形県酒田市京田2-59-3

山形県山形市緑町4-3-9

ダイヤ

備考

山形県山形市松波4-1-15

山形県山形市松波4-ト15

山形県東根市神町西3-ト卯

山形県山形市七日町3-ト16

山形県山形市蔵王半郷264-2

こ



(その 15)

1テ番号

得)政治活動費の内訳

15

支出の目的

の

その他の支出

頁

ノー、

の

金 額

1,112,900

626,400

年月日

項 目 別

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

ノ＼

区 分
渉外費

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)

1.組織活動費

備考

計＼d

計

こ

合



(そのm

1 資産等の総括表

資産等の有無

ア

資産等

イ 建

ウ建物里駈宜宣且的上す亙地上権X塾土地四賃借権

の

質産等の状(況

工

項目別区分

取径四価額が1卯亙巴宣超区亙動産

オ

力

キ宜

ク出

ケ貸付去釜上四残高だ1卯亙巴宣超区亙貸付金

銭

コ

地

資

価

文払ね迅た金額だ1卯亙皿宣超え亙敷金

サ

物

有

の

口

借△先竺上四残直塑1卯亙巴宣超区亙借入金

百が100万

図

口

を

口

権

券

回

口

ルの 11

利

図

口

回

口

備

釜権

回

口

■

国

図

口

考

回

口

回

口

図

図

■

回

える

無

ー
)

く
一

除
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添付書類(別添のとおり)

図 1
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監査意見書(政党及び政治資金団体に限る。)

3 政治資金監査報告書(国会議員関係政治団体に限る。)

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

令和6年5月

ノ"＼

政治団体の名称

会計責任者の氏名

代表者の氏名

舟山やすえを支援する会

舟山

(代表者については解散時のみ記入すること)

泰則

巧目

匠勵

(EP)

書誓宣



舟山やすえを支援する会

代表舟山康江殿

1 監査の概要

(1)私は、政治資金規正法(以下 W却という。)第 19条の 13第1項の規定に基イづき、

舟山やすえを支援する会の令和5年に係る法第12条第1項に規定する収支報告書の

すべての期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、

明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明

細書に係る支出目的書(支出の目的が記載された振込明細書の写しを含む。以下同

じ。)について、支出に関する政治資金監査を行った。

(2)この政治資金監査は、法第19条の13第2項に定めるところにより政治資金適正

化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」(以下「政治資金監査マニ

ユアノレ」という。)に基づき行った。

(3)私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の

作成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収

書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書による支

出目的書について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行った結果を

報告することにある。

(4)この政治資金監査は、舟山やすえを支援する会の主たる事務所において行った。

2 監査の結果

私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。

(1)法第19条の13第2項第1号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収

書等が保存されていた。

なお、政治資金監査の対象期間においては、舟山やすえを支援する会に係る領収書

を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出の目的書を必

要とする支出はなく、領収書を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明

細書に係る支出の目的書は存在しなかった。

(2)法第19条の13第2項第2号に規定する事項について、会計帳簿には当該国会議

政治資金監査報告書
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員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員

関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

(3)法第19条の13第2項第3号に規定する事項について、法第12条第1項に規定す

る収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等に基づいて支出の状況が表示されて

いた。

(4)法第19条の13第2項第4号に規定する事項について、領収書を徴し難かった支

出の明細書及び振込明細書及び振込明細書に係る支出の目的書は、存在しなかった。

3 業務制限

舟山やすえを支援する会と私との間には、法第19条の13第5項の規定に違反する

事実はない。

また、舟山やすえを支援する会と政治資金監査の業務を補助した使用人その他の従業

者との間においても、同様である。

以 上 (

(


